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【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎ 82-1148）まで。お得な割引もあります。

7月は「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」

　7 月は青少年の非行・被害防
止について理解を深め、地域が

一体となって集中的に取り組む

強調月間です。子どもたちを地

域全体で見守り、育てていくた

めにも、あたたかな声かけをお

願いします。

問社会教育課（☎ 82-1205）

社会を明るくする運動

～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～

　7 月は犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について
理解を深め、「犯罪や非行のな
い明るい社会」を築こうとする
運動の強調月間です。市内の中
学校や高校、駅前で啓発活動を
実施します。
■社明講演会
◦日時　7 月 27 日㈯　10:00 〜
◦場所　市民館
◦演題　「依存症は適切な治療で

回復します」
◦講師　渡慶次 稔（山口 DARC

施設長）
◦受講料　無料
◦定員　70 人
問社会福祉課（☎ 82-1174）

本山地区の水道管破損事故による水道使用量の減量

　5 月 23 日に発生した水道管の破損事故により、本山地区の一
部地域にて濁水が発生し、大変ご迷惑をおかけしました。濁水の
解消のために放水などの対応をされた水道使用者を対象に、放水
時間に応じて水道使用量を差し引きます。
※今回の濁水の成分は鉄分ですので、飲用されたとしても人体に

影響はありません。
◦対象　濁水の解消のために長時間（30 分以上）放水をした人
◦申請期限・方法　7月31日㈬までに、水道契約者の氏名、

住所、連絡先、放水した時間を連絡
問・ 水道局施設維持課（☎ 81-3969）

知っていますか「ヘルプカード」

　「 ヘ ル プ
カード」は緊
急連絡先や
支援内容な
どを記載できるカードで、障が
いのある人等が災害時や緊急時、
日常生活の中で困ったときに、
周囲の配慮や手助けをお願いし
やすくするカードです。
◦配布対象者　市内在住・在勤・

在学の人で手助けが必要な人
※障害者手帳等の有無は問いま

せん。
◦配布場所　障害福祉課、高齢

福祉課、健康増進課、山陽総
合事務所、埴生支所、津布田
会館、各地域交流センター

※市のホームページからダウン
ロードできます。

問障害福祉課（☎ 82-1159）

夏の交通安全県民運動
7 月 11 日㈭〜 20 日㈯

～住みよい山口
いつも心に　交通安全～

　4 月に「山口県自転車の安全で
適正な利用促進条例」が施行され、
10 月からは自転車損害賠償責任
保険等への加入が義務付けられま
す。自転車損害賠償責任保険に加
入しているか確認しましょう。

■重点目標
◦こどもが安全に通行できる道

路交通環境の確保と安全な横
断方法の実践

◦歩行者優先意識の徹底と「思い
やり・ゆずり合い」運転の励行

◦自転車・特定小型原動機付自
転車利用時のヘルメット着用
と交通ルールの遵守

◦高齢者の交通事故防止
問生活安全課（☎ 82-1133）




